
ＪＡバンク三重　専門家派遣事業

★税理士や中小企業診断士などのプロがアドバイスを行います。
★最大で５回、  　　　で専門家のサポートを受けることができます。

　「ＪＡバンク三重専門家派遣事業」は、円滑な事業
承継や経営の高度化を目指す農業者の皆さまの要
請に応じ、専門的な知識や経験を有する専門家を
派遣し、経営課題に応じた適切な診断・助言を行う
ことで、課題の解決を図り、皆さまの発展に資する
ことを目的としています。ぜひ、ご利用ください。

対象者

三重県内において農業を営む方および農業
に従事する方

三重県内において農業を営む法人
※課題が不明確な場合や受入体制が不十分などの場合は、
ご希望に沿いかねる場合もございます。

詳細については各ＪＡ担当者までご確認ください

農業者の皆さまの悩みや課題を
専門家がサポートします

実施期間

～2023年2月28日
2022年4月１日

6次産業化 経営改善

法人化 事業承継 労務管理

無料

詳しくはお近くのJAバンクまでお問い合わせください。

ＪＡバンク三重　農業資金

農業経営に必要な資金として
幅広~く

ご利用いただけます

トラクター・ドローン
などの農業機械購入

生産管理システム
などの先進技術導入

栽培用ハウス
・畜舎建設

農業運転資金農地購入

その他農業経営に
必要な資金

利子補給

%年
最大
当初3年 JAバンク利子補給制度で金利負担を軽減します。

【取扱期間】2022年1月1日～2023年3月31日

農業者の皆さまを応援するため

三重県下JA／JA三重信連

　三重県では水稲・小麦・大豆の2
年3作体系が水田輪作の中心で
す。そこで、水田転換畑の小麦・大
豆の収量を向上させるため、主な低
収要因となっている作土層以深の
土壌物理性、作土層の排水性を改
善する技術体系を組み立てました。 
　この技術は、水稲・小麦・大豆の2
年3作体系を想定し、小麦播種前に
はチゼルプラウによる深耕（耕深:
20cm程度）と縦軸駆動ハローでの
砕土、また大豆播種前にはロータリ
耕（耕深:10cm）により播種床を造
成し、両作目とも小明渠浅耕播種
機で畦立播種する作業体系です。
　この技術体系では小麦・大豆生
育期間中における作土層以深の土
壌物理性が改善されることで、両作

目とも作土層の滞水時間が減少し
ます。また、小麦栽培では、播種時の
土壌水分は低下し、砕土率が高ま
り、苗立ち率、穂数が向上します。大
豆では全茎重や稔実莢数が向上し
ます。そして、慣行体系（小麦前、大
豆前にロータリで耕起し、小明渠浅
耕播種機で畦立播種する体系）と
比べ、小麦・大豆とも平均10％以上

増収します。特に小麦は年次によら
ず安定した増収効果が得られます。
　ただし、この技術体系では、大豆
作後、代かき移植栽培により水稲を
栽培すると次作への土壌物理性、
排水性の改善効果は期待できない
ことから、小麦・大豆の増収のために
は、2年3作体系下で小麦前に深耕
する必要があります。

▶このコーナーは、三重県農業研究所の「研究成果情報」に基づき制作し、県内に広く研究成果を紹介します。

小麦品種：あやひかり
大豆品種：フクユタカ
収量：坪刈収量

□：2017年産
〇：2018年産
△：2019年産

注）

図　小麦、大豆におけるチゼル深耕体系の慣行体系に対する増収効果（3地域）
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営農技術ピックアップ

生産技術研究室 農産研究課 　　☎0598-42-6359
中央農業改良普及センター 　　　☎0598-42-6323

お問い合わせ先
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三重県下JA／JA三重信連

vol.

J Aバンクは地域の担い手を応援します

先 進 事 例 情 報
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ＩＤ発信も原則必須

●登録義務
ドローンや無人ヘリは国に機体登録が必要。登
録なしには飛ばせず、違反すれば罰則も。３年ご
とに更新する

●表示義務
登録記号を機体に表示する必要がある

●リモートID
登録記号を含む機体識別情報を発信する。施行
日前に登録した機体などは免除

改正航空法のポイント（６月２０日施行）

機体情報
所有者・使用者情報

登録記号通知
　　　例：AA01

登録記号を機体に表示
リモートID機器も原則義務化 （国土交通省の資料を基に作成）

国土交通省
AA01


